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提案理由 

 政務活動費の使途基準のうち、支出科目の見直しを行うため、改正をしようとする

ものである。 



  北上市議会政務活動費交付条例の一部を改正する条例 

 

北上市議会政務活動費交付条例（平成13年北上市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表（第９条関係） 

科目 支出できる経費 

研究研修費 研究会、研修会を開催するために要する経費又

は他の団体等の開催する研究会、研修会に参加

するために要する経費 

（講師謝金、会場費、茶菓代、出席者負担金、

交通費、宿泊費等） 

 

 

調査旅費 調査研究活動のために必要な先進地視察又は現

地調査に要する経費 

（交通費、宿泊費、茶菓代等） 

［略］ 

  

別表（第９条関係） 

科目 支出できる経費 

調査研究・研

修費 

調査研究活動のために必要な先進地視察又は現

地調査に要する経費並びに研究会又は研修会を

開催するために要する経費及び他の団体等の開

催する研究会又は研修会に参加するために要す

る経費 

（交通費、宿泊費、茶菓代、講師謝金、会場費

、出席者負担金等） 

 

 

 

［略］ 
 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 



２ この条例による改正後の北上市議会政務活動費交付条例の規定は、令和８年度分以後の政務活動費から適用し、令和７年度

分までの政務活動費については、なお従前の例による。 


